
報告の系統

都道府県

消費者庁

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）

【別紙５－２】

都道府県（※）

消費者庁

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）

市区町村
子育て短期支援事業者
一時預かり事業者
病児保育事業者

（指定都市・中核市・児童相談
所設置市以外の市区町村から
委託等をされた場合）

子育て短期支援事業者
一時預かり事業者
病児保育事業者
（上記以外の場合）

こども家庭庁

※指定都市・中核市・児童相談所設置市
を含む。

こども家庭庁


